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催物の後援・推薦に係る審査結果報告書 
 

NO 
申請受付 

年月日 
主  催  者 催 物 名 会場・開催期間等 催 物 内 容 等 

申 請 

区 分 
入 場 料 等 

   許 可 年 月 日 

 (整理番号) 
チラシ等 

1 
令和7年9

月17日 
朝日新聞社 

J.LEAGUE×朝日新聞ジュニ

アサッカースクール 

口論義運動公園サッカーグ

ラウンド 

令和７年１１月１日(土) 

名古屋グランパスの協力のもと、小学生がサッカーを楽

しみながら、体を動かすことの喜びや仲間とのふれあいを

体験できる機会を提供します。元プロ選手との交流を通じ

て、子どもたちがスポーツの魅力や夢を感じるきっかけと

なることを目指します。スポーツを通じて健康促進とコミ

ュニケーション力の向上を図り、地域のスポーツ振興にも

つなげていきます。 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年9月24日 

（7-98-59） 
○ 

2 
令和7年9

月17日 

東京大学赤津研究林サ

ポーターズクラブ シ

デコブシの会 

中学生、高校生の皆さんに！

瀬戸市の東京大学赤津研究

林内のキノコ観察会 

東京大学生態水文学研究所 

赤津研究林 

令和７年１０月１９日(日) 

瀬戸市にある東京大学の付属施設である東京大学生態水

文学研究所を多くの方に知って頂くための行事の一つで、

普段は入ることのできない研究施設の「赤津研究林」で開

催するシデコブシの会のイベントを紹介 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年9月24日 

（7-99-60） 
 

3 
令和7年9

月19日 
瀬戸市和太鼓連盟 第２０回 和太鼓の祭典 

瀬戸市文化センター 文化

ホール 

令和８年１月２５日(日) 

和太鼓演奏を通じて瀬戸の発展を願っている団体が集い

結成した瀬戸市和太鼓連盟が、年に一度の演奏会で団体の

枠を超えた仲間と共に演奏を披露し多くの市民の方々に聴

いていただく為。 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年9月29日 

（7-101-61） 
○ 

4 
令和7年9

月22日 
瀬戸市民オーケストラ 

瀬戸市民オーケストラ ふ

れあいコンサート2025 

瀬戸市文化センター 文化

ホール 

令和７年１１月３０日(日) 

瀬戸市民オーケストラは、クラシック音楽を中心として

地域文化の向上と、団員の音楽的素養の向上と研鑽を図る

目的で、日頃から練習及び演奏活動を行っております。今

回の演奏会では、指揮者に小島 岳志先生を迎え、第一部

では映画音楽を取り上げ、第二部ではカルメン組曲をオペ

ラのストーリーに合わせて演奏します。市民の皆様にクラ

シック音楽を聴いていただき、生のオーケストラ演奏に接

していただく機会となり、身近なものとして楽しんで頂く

ことを目的とした演奏会を開催します。 

後援(継続) 

入場料 有料  

大人：700円 

高校生以下、高齢者、障

害者とその介助者はご招

待 

参加料  

演奏会参加費：20,000円

/1名 

令和7年9月29日 

（7-104-62） 
 

5 
令和7年9

月24日 

公益財団法人古川知足

会 

爲三郎記念館 六代加藤作

助襲名記念展 伝統と革新 

爲三郎記念館（古川美術館分

館） 

令和８年１月９日(金)～令

和８年２月１５日(日) 

加藤圭史は江戸時代より代々続く作助家の五代作助の長

男として生まれました。愛知県立芸術大学大学院にて彫刻

を学び、卒業後は父・加藤作助のもとで陶芸家として歩み

始めます。2023年、愛知県の登録無形文化財保持者に指

定され、この度、六代加藤作助を襲名することとなりまし

た。6代作助のもつ技は、徹底的に叩き込まれた「発想・

素材・成形・絵付・釉薬・焼成」の基礎と、大学で培われ

たデザインが融合したもので、器、オブジェ、陶壁など多

くの作品にみられます。特に黄瀬戸の作品は、端正な造形

と柔らかな文様装飾が魅力の作品です。こんがりと上がっ

た油揚げのような肌合いは所々光を反射させ、しっとりと

した味わいを見せています。また、伝統的な仕事に捉われ

ないオブジェ、陶壁では自由な発想と確かな画才と構成力

を見ることができます。本展では作助襲名を記念し、伝統

を継ぎ革新を生む6代加藤作助の世界を紹介します。 

後援(継続) 

入場料 有料 

大人：1200円 高大生：

500円 中学生以下無料 

参加料 無料 

令和7年9月29日 

（7-105-63） 
○ 
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催物の後援・推薦に係る審査結果報告書 
 

6 
令和7年9

月25日 
瀬戸商工会議所 

第１２回せとやきっず検定・

第５回せとやきっずプレミ

アム検定 

瀬戸商工会議所 

令和７年１１月２３日(日・

祝)～令和８年３月３１日

(火) 

せとやきっず検定・せとやきっずプレミアム検定は、子

どもたちが瀬戸焼の歴史や文化を楽しく学ぶことを通じ

て、ふるさと瀬戸市への誇りと愛着を育むことを目的とし

て開催するものです。 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年9月30日 

（7-108-64） 
○ 

7 
令和7年

10月8日 
せときら実行委員会 

あめんぼまつり 隣のせと

きら 

青の広場周辺 

令和７年１１月８日(土)～

令和７年１１月９日(日) 

“瀬戸に灯りをともそう”を基本理念として、多くの市

民の交流の場となるよう窯神橋周辺で灯りのイベントを行

っている。 

今回は青の広場で開催される“あめんぼまつり”の開催

に伴い、共催という形で一緒にイベントを盛り上げること

が趣旨となる。 

後援 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年10月15日 

（7-114-65） 
 

8 
令和7年

10月8日 
パリンドロムス 

瀬戸市民立 ツクルスクー

ル 一尾茂疋氏講演 

たまりーな 

令和７年１１月８日(土) 

掛川市（静岡）でツクルスクールの取り組みや内容など

について、教育関係者や保護者に講演していただきます。 
後援 

入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年10月15日 

（7-115-66） 
○ 

9 
令和7年

10月 10日 

一般社団法人おやこラ

ボ 
こどもの未来応援講座 

パルティせと 市民交流セン

ター 大会議室 

令和７年１２月４日(木) ・

令和７年１２月１０日(水) 

子どもの脳の発達段階や個性・才能に合わせた子育て方

法がわかる講座。子どもたち一人一人が個性や才能を発揮

し、安心して暮らせる未来を実現するため、社会貢献の一

環として、１人でも多くの子育て中のママ・パパさんに

様々な子育て講座や子育てに関するお金の勉強、お役に立

つ情報を完全無料にてご提供するため。 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年10月20日 

（7-116-67） 
○ 

10 
令和7年

10月 15日 
瀬戸商工会議所青年部 

瀬戸商工会議所青年部40周

年記念事業 SETO ぐるフェ

ス㏌旧深川小学校 

旧深川小学校 

令和７年１２月６日(土) 

瀬戸商工会議所青年部40周年記念事業として実施する

市民参加型の祭りです。象徴・教育・地域・発信の四本柱

を軸に、気球や提灯を用いた演出で地域の希望を可視化

し、子どもたちの体験学習や異業種・世代間の交流を通じ

て新たな地域のつながりを創出することで、次代に向けた

地域創造の一歩とすることを目的に開催します。 

後援(継続) 

入場料 無料 

参加料 有料 

気球：大人2,500円・子

ども1,500円、ふわふわ

ドーム：10 分 500 円・1

日1,000円、高所作業車：

500円 

令和7年10月20日 

（7-117-68） 
○ 

11 
令和7年

10月 15日 

Dignity2.0 国際カンフ

ァレンス実行委員会 

Dignity2.0 国際カンファレ

ンス 

BEST BEING が拓く心の時代 

AI 時代の分岐点——Beyond 

AI、まだ誰も知らない“人間

の可能性”へ 

ポートメッセ名古屋 

令和７年１１月２８日（金）

～令和７年１１月３０日

（日） 

誰の尊厳も踏みにじらない「世界基軸教育」を提唱し、

AI 時代に「人間の可能性」を再発見することを目的とす

る本カンファレンスは、学習指導要領の根幹である「自ら

の人生を舵取りする力」の育成や「深い学び」の実践に、

具体的・多様な視座を提供し、AI 時代に求められる教育

の本質を考える機会を創出します。 

後援 

入場料 有料 

おとな 3日間30,000 円 

    1日間12,000 円 

こども 学生 無料 

参加料 無料 

令和7年10月21日 

（7-118-69） 
 

12 
令和7年

10月 16日 
学校法人SOLAN学園 

瀬戸 SOLAN 学園初等中等部 

研究発表会 「探究的な学び

の授業デザインと評価」 〜

５年間の歩みをふりかえっ

て〜 

瀬戸SOLAN学園初等中等部 

令和８年１月３１日(土) 

本校では、「習得―活用―探究の3つの学びが相互に作

用する授業の創造」をテーマに、５つの学習様式に基づく

カリキュラムの開発と授業実践に取り組んでまいりまし

た。今回の研究発表会では、「探究的な学びの授業デザイ

ンと評価 〜５年間の歩みをふりかえって〜」をテーマ

に、1年生から7年生まで全学年の公開授業を実施いたし

ます。午後の座談会では、児童・保護者・他校教員による

多角的な視点から、SOLANでの実践と学びについて語り合

います。また、パネルディスカッションでは、SOLANにお

ける５年間の個人探究の歩みを振り返りながら、その意義

や可能性について議論を深めます。本研究会が、探究的な

学びの授業づくりや評価に課題意識をもつ教育関係者にと

って、新たな実践と理論を共有・発信する場となることを

願っております。 

後援(継続) 

入場料 無料 

参加料 有料 

大人：7200円、学生：無

料 

令和7年10月21日 

（7-119-70） 
○ 
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13 
令和7年

10月 17日 

ヒューマンアカデミー

名古屋事務局 
ロボット製作体験会 

マナビー／西陵地域交流セ

ンター／パルティせと 

令和７年１１月２２日(土)

～令和７年１２月２７日

(土) 

ブロックキットを使用して、一人１台のロボットを、観

察力・空間認識能力・論理的思考を養いながら完成させま

す。自由改造もあり、創造力も養います。 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年10月23日 

（7-120-71） 
○ 

14 
令和7年

10月 17日 

ヒューマンアカデミー

名古屋事務局 

プログラミング・科学実験

体験会 

マナビー/西陵地域交流セン

ター 

令和７年１１月１５日(土)

～令和７年１２月２０日

(土) 

STEM教育への認知向上と、プログラミングを通して、

自分の考えたものを試行錯誤しながら作り上げる楽しさや

面白さに気付くきっかけづくり。また、プログラミングを

教えることのできる講師育成のため。 

後援(継続) 
入場料 無料 

参加料 無料 

令和7年10月23日 

（7-121-72） 
○ 
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催物の後援・推薦に係る実績報告書 

 

NO 
報告受付 

年月日 

報告 

区分 

主  催  者 

（ 申 請 者 ） 
催 物 名 会場・開催期間等 催 物 の 実 績 等 後援・推薦の効果等 

1 
令和7年

10月6日 

後援

(継続) 

瀬戸いけばな協会 

理事長 山口 渓晶 
2025 瀬戸いけばな芸術展 

瀬戸市文化センター 文化

交流館 ３階 

令和７年９月２０日(土)～

令和７年９月２１日(日) 

参加人員：55人  

入場人員：240人 

日頃、研修に励んでいる会員及びその社中が、協会

行事として、年に一度開催する芸術展ですので、より

多くの市民、近隣の皆様に認識して頂くため、後援を

して頂ける事は力になりますし、来場者数が望めま

す。とても重要です。 

2 
令和7年

10月17日 
後援 

ＮＰＯ法人たんぽぽの風／

ＮＰＯ法人くんぱるハウス 

松本 祐子／京 邦治 

「ゆめパのじかん」上映会 
文化フォーラム春日井 

令和７年１０月４日(土) 

参加人員：150人  

入場人員：150人 

公共施設へチラシを置くことができました。広報活

動に大変役立ちました。 

3 
令和7年

10月2日 
後援 

特定非営利活動法人まねき

ねこ 

仲野 雄一 

ねんど探検隊！新種の生き

物発見！ 

パルティせと、へきしんギャ

ラクシープラザ 

令和７年７月１９日(土)～

令和７年８月３０日(土) 

参加人員：77人 

瀬戸市教育委員会の後援により、小学校でのチラシ

配架が実現し、瀬戸市民の参加者がチラシを通じて講

座を知ったと回答した。これまで活動実績のなかった

瀬戸市において、本後援により地域住民への認知度向

上が図られた。現時点での瀬戸市からの参加者は少な

いものの、潜在的な認知拡大の効果が期待される。 

4 
令和7年

10月9日 
後援 

ボーイスカウト 瀬戸第 6

団 

平岩 浩市 

ボーイスカウトとあそぼ

う！ワクワク自然体験あそ

び 

金神社 

令和７年９月２１日(日) 

参加人員：51人  

入場人員：51人 

イベント募集チラシに瀬戸市教育委員会の後援推

薦が記載されたことで、多くの応募があり、高い効果

があったと判断します。 

5 
令和7年9

月29日 

後援

(継続) 

株式会社テニスラウンジ 

江口 夏樹 
夏休みテニス教室 

テニスラウンジ新瀬戸駅前 

令和７年７月２３日(水)～

令和７年８月２９日(金) 

参加人員：12人  

入場人員：24人 

名義の入った案内を見て参加していただいた方も

いらっしゃいました。 

本催しの身体を動かすことやテニスの楽しさを伝

えるという目的を果たせました。 

6 
令和7年

10月23日 

後援

(継続) 

旭精機工業株式会社 

神谷 真二 

尾張旭市と瀬戸市のアール

ブリュット作品展 

尾張旭市文化会館 展示ロ

ビー 

令和７年１０月１０日(金)

～令和７年１０月１９日

(日) 

参加人員：661人  

入場人員：756人 

今回で４回目となりましたが、後援頂いたおかげ

で、瀬戸市内外のたくさんの方々にご来場頂くことが

できました。またそれにより、当初の目的であった障

がいのある方々を知って頂くと共に、作品を出展頂い

た方々の創作意欲にもつながる機会になれたのでは

ないかと思っております。 
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7 
令和7年

10月21日 

後援

(継続) 

東京大学赤津研究林サポー

ターズクラブ シデコブシ

の会 

坂井 博一 

中学生、高校生の皆さん

に！瀬戸市の東京大学赤津

研究林内の昆虫観察会の紹

介 

東京大学生態水文学研究所 

赤津研究林 

令和７年９月２１日(日) 

参加人員：3人  

入場人員：23人 

・瀬戸市に東京大学生態水文学研究所があること、

その研究林に生息する多くの自然の生物を知ってい

ただいた。 

・その研究所の施設の一つ赤津研究林で活動してい

るボランティア団体シデコブシの会を認知していた

だいた。 

8 
令和7年9

月29日 

後援

(継続) 

株式会社テニスラウンジ 

江口 夏樹 
テニス祭り 

テニスラウンジ新瀬戸駅前 

令和７年９月１５日(月)・令

和７年９月２３日(火) 

参加人員：41人  

入場人員：52人 

名義の入った案内を見て参加していただいた方も

いらっしゃいました。 

本催しの身体を動かすことやテニスの楽しさを伝

えるという目的を果たせました。 

9 
令和7年9

月30日 

後援

(継続) 

リベルタサッカースクール 

大宮 洸祐 
サッカーの体験会 

ウイングフットサルクラブ 

令和７年９月２７日(土) 

参加人員：30人  

入場人員：30人 

小学生、幼児 30 名のお子様が体験会に参加し、サ

ッカーを楽しみ興味を持ってくれました。 

10 
令和7年

10月21日 

後援

(継続) 

東京大学赤津研究林サポー

ターズクラブ シデコブシ

の会 

服部 悟 

中学生、高校生の皆さん

に！瀬戸市の東京大学赤津

研究林内のキノコ観察会 

東京大学生態水文学研究所 

赤津研究林 

令和７年１０月１９日(日) 

参加人員：1人  

入場人員：25人 

・瀬戸市に東京大学生態水文学研究所があること、

その研究林に生息する多種の自然の生物を知ってい

ただいた。 

・その研究所の施設の一つ赤津研究林で活動してい

るボランティア団体シデコブシの会を認知していた

だいた。 

※「参加人員」…主催者を除く事業への参加者数   ※「入場人員」…催物の一般入場（来場）者数 
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令和７年10月情報公開請求一覧

請求

年月日
請求区分 請求内容

決定通知

年月日
開示区分 開示文書名 担当部署 備考

1 R7.8.26
公文書開示

請求書

1.2024年度、2025年度にじの丘学園入学説明会

　要領

2.2024年度のにじの丘学園教職員の「快適な職

　場環境」に関する調査結果を示す文書（職員

　室の気積、照度等々）。

3.2023年度～2025年度の教職員の処分（口頭訓

　告、文書訓告含む）に関する文書

4.2022年度～2025年の教職員によるハラスメン

　ト事案（セクハラ・パワハラ）に関する文書。

R7.10.10 一部開示

１　令和6年度、令和７年度　1年生　入学説明会

２　学校環境衛生検査報告書

３　・文書訓告・口頭訓告・厳重注意

４　・パワーハラスメントの訴えについて（伺い）

　　・パワーハラスメントに対する調査に関する

　　　相談員の任命について（伺い）

　　・パワーハラスメントの苦情相談に係る報告と

　　　今後の対応について（伺い）※面談記録含む

学校教育課

開示しない部分

2　受注者の印影

3　対象者の所属、官職、氏名、訓告内容、口頭注意内容、実施月日

4　全部

開示しない理由・根拠規定

2.3　個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名等その他の

　 記述により、特定の個人を識別することができるもの。

　（情報公開条例第７条第２号）

4　相談者、調査対象者の個人に関する情報であって、当該情報に含ま

　 れる氏名等その他の記述等により、特定の個人を識別することがで

　 きるもの。

　（情報公開条例第７条第２号）

 　相談者及びこれに伴う調査等は、市が行う事務又は事業に関する情

　 報であって、公にすることにより、相談及び　調査に対する委縮効

　 果が懸念され、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

　 正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。また、人事管理に係る事務

　 に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある。

　（情報公開条例第７条第６号柱書、同号エ）

2 R7.8.26
公文書開示

請求書

1.2024年度「瀬戸市小中学校教職員の安全衛生に

　関する要領」に定める「統括安全衛生委員会」

　に関するすべての文書

2.2025年度の各小中学校の加配教職員の状況が分

　かる文書(2025年度 教職員定期人事異動資料)

3.2025年度の部活動指導員の配置状況等が分かる

　文書

・どこの学校のどの部活動に配置されているのか

　分かる文書

・契約書、誓約書

・予算額が分かる文書

・市教委の部活動指導員採用に関する基本方針が

　分かる文書

・今後の部活動指導員採用計画が分かる文書

・部活動指導員と当該部活動担当教職員との分担

　に関する文書

R7.10.10 一部開示

1　衛生管理者・衛生推進者の選任について

　・令和６年度　瀬戸市教育委員会　総括安全衛生

　　委員会名簿

　・瀬戸市立小中学校教職員衛生委員会報告書

　・令和６年度瀬戸市教育委員会　総括安全衛生委

　　員会

　・公務災害発生状況（R6/1月～R7/1発生分）

2　令和７年度　教職員定期人事異動資料

3　2025年度　部活動指導員一覧表

　・部活動指導ガイドライン

　・瀬戸市部活動指導員概要

　・令和７年度歳入歳出予算書（抜粋）

　・会計年度任用職員任用通知書、宣誓書

学校教育課

開示しない部分

1　公務災害の場所、性別、災害の状況、傷病名、病院名、および

　 治療期間

3　勤務時間、給与等、職員番号、氏名（自署）

開示しない理由・根拠規定

1　被災にかかる情報は、個人に関する情報であって、当該情報に

　 含まれる記述等により特定の個人を識別することができるもの

　 に該当する。

　（情報公開条例第７条第２号）

3　個人に関する情報であり、公にすることにより、悪用されるなど、

　 個人の権利利益を害するおそれがあり、職員番号は、個人に関する

　 情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別

　 することができるため。

　（情報公開条例第７条第２号）
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令和７年10月情報公開請求一覧

請求

年月日
請求区分 請求内容

決定通知

年月日
開示区分 開示文書名 担当部署 備考

１．小中学校別、学年別、男女別の生徒数に関する

　　書類

　・児童生徒数等一覧

　　平成22年～令和7年までの計16部（令和７年分

　　については学年進行表等を含む）

２．市内小中学校の変遷（合併、分離）が分かる

　　書類

　・副読本「新しいせと」P98、P99

３．合併、分離に係る検討資料

　【にじの丘学園】

　　・瀬戸市小中一貫教育に関する基本構想

　　　（H28.10）

　　・小中一貫校に係る検討項目とタイミングに

　　　ついて（H28.12）

　　・瀬戸市小中一貫校施設整備基本構想 報告書

　　　（H29.3）

　　・小中学校の適正規模・適性配置に関する考え

　　　方について（H29.10）

　【みつば小学校】

　　・本市における適正規模・適正配置について

　　　（案）（R3.6）

　　・菱野団地における公立学校の適正規模・適正

　　　配置について（案）【企画書】（R3.7）

　　・光陵ブロック適正配置案（R3.9）

　　・菱野団地における公立学校の適正規模・適正

　　　配置について（案）（R3.11）

　　・菱野団地における公立学校の適正規模・適正

　　　配置について（修正版）（R4.7）

　　・菱野団地小中一貫校コンセプト（R5.3）

　　・菱野団地における学校再編（新小学校など）

　　　ついて（R6.8）

　　・菱野団地_新小学校施設概要（案）（R6.8）

　　・菱野団地における学校再編の取組状況に

　　　ついて（R7.5）

　　・瀬戸特別支援学校の再編に向けた取り組みに

　　　ついて（R7.9）

教育政策課3 R7.10.16
公文書開示

請求書

1.2010～2025年の小中学校別、学園別、男女別

　生徒数が年度毎に分かる文書

2.市内小中学校の変遷（合併・分離）が分かる

　文書とその検討資料

3.市立にじの丘学園に関する合併の検討・結果

　が分かる資料

R7.10.30 開示
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１　未納給食費累計額（現年度） （円）

4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2・3月分 決算

令和３年度 904,160 1,315,360 1,748,040 1,969,260 1,877,580 2,518,260 1,959,280 2,137,200 1,742,580 1,729,071 1,054,715

令和４年度 844,080 1,711,540 1,776,580 1,643,120 1,746,620 2,334,440 2,064,705 1,955,460 2,024,194 1,582,194 910,734

令和５年度 991,400 1,620,360 1,525,030 2,087,580 1,587,260 2,488,380 2,268,680 2,293,685 1,800,720 1,634,703 1,056,173

令和６年度 1,087,300 1,896,300 2,307,660 2,154,940 2,008,820 2,603,910 2,305,893 2,482,553 2,693,493 2,245,028 1,565,351

令和７年度 781,020 1,741,800 2,300,020 2,181,160

2305893
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988,340

1969260
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1742580
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1054715
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令和５年度
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令和７年度
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２　月毎未納者数（現年度、小学校+中学校） （人）

4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2月分 3月分(5月末）

令和３年度 262 213 222 218 224 259 230 239 141 110 49

令和４年度 265 255 240 209 268 276 246 235 153 155 30

令和５年度 318 265 258 235 210 321 247 265 153 181 42

令和６年度 365 276 266 222 285 307 244 335 246 184 58

令和７年度 305 239 287 301
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３　未納給食費累計額（現年度+過年度） （円）

4月分 5月分 6月分 7月分 9月分 10月分 11月分 12月分 1月分 2・3月分 決算

令和３年度 5,063,189 5,263,241 5,566,535 5,776,090 5,529,420 6,135,542 5,506,429 5,681,079 5,155,599 4,792,744 4,118,388

令和４年度 4,916,940 5,654,036 5,567,616 5,404,976 5,412,276 5,910,476 5,606,321 5,481,276 5,420,610 4,913,154 4,241,694

令和５年度 4,291,060 5,606,834 5,480,804 6,009,174 5,328,834 6,173,054 5,936,311 5,942,249 5,308,486 5,086,832 4,508,302

令和６年度 4,348,253 6,015,729 6,361,865 6,158,845 5,756,725 6,306,502 5,173,223 5,276,171 5,317,407 4,869,842 4,148,237
令和７年度 3,305,943 5,748,574 6,192,179 6,019,819
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７年第４１号議案 

   令和７年度瀬戸市教育委員会１２月補正予算（案）について  

瀬戸市議会１２月定例会に、みだしの議案を別紙の内容により提出するもの

とする。 

  令和７年１１月１３日提出 

 

                       瀬 戸 市 教 育 委 員 会 

                       教育長 加 藤  正 彦 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するにあたり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定

に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからである。  
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令和７年度　瀬戸市教育委員会１２月補正予算（案）【教育政策課】       

（歳  出） （単位：千円）

金額

10款 3目 20,969 6,668 27,637 12 委託料 6,668 品野台小学校屋上防水改修工事設計業務委託 6,668

教育費 学校建設費

2項 0120事業

小学校費 小学校施設整備

款項目 補正前額 補正額 補正後額
節

説         明
区分
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繰越明許費補正

変更

補　正　前 補　正　後

千円 千円

10 教 育 費 2 小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 1,545,969 1,552,637

事　業　名

金　額

項款
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令和７年度　瀬戸市教育委員会１２月補正予算（案）【学校教育課】      

（歳  入） （単位：千円）

金額

16款 8目 42,986 1,700 44,686 01 教育総務費補助金 1,700 アジア・フレンドシップ推進事業 1,700

県支出金 教育費県補助金

2項

補助金

（歳  出）
（単位：千円）

金額

10款 4目 33,408 1,700 35,108 10 需用費 655 アジア・フレンドシップ推進事業　消耗品 655

教育費 教育指導費 11 役務費 70 アジア・フレンドシップ推進事業　移動費 70

1項 190事業 17 備品購入費 975 アジア・フレンドシップ推進事業　備品 975

教育総務費 一般管理

4目 0 7,251 7,251 22 7,251 7,251

教育指導費

169事業

過年度返還金

償還金、利子及び
割引料

令和6年度地域子ども・子育て支援事業費交付金
返還金

款項目 補正前額 補正額 補正後額
節

説         明
区分

補正後額 説         明款項目 補正前額 補正額
区分

節
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令和７年度　瀬戸市教育委員会１２月補正予算（案）　【図書館】　

（歳  出） （単位：千円）

金額

10款 3目 324,103 ▲ 130,884 193,219 14 工事請負費 ▲ 130,884 図書館不同沈下対策補強・補修工事（Ⅰ期） 24,156

教育費 図書館費 図書館長寿命化工事（Ⅱ期） ▲ 155,040

5項 20事業

社会教育費 図書館施設整備

補正前額
節

図
書
館

補正額 説         明
区分

款項目 補正後額
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継続費補正

変更

総額 年度 年割額 総額 年度 年割額

千円 千円 千円 千円

令 和 ６ 年 度 180,000 令 和 ６ 年 度 180,000

令 和 ７ 年 度 320,764 令 和 ７ 年 度 189,880

令 和 ８ 年 度 0 令 和 ８ 年 度 200,624

10 教育費 5 社会教育費
図 書 館
長寿命化改良事業

500,764 570,504

款 項 事　業　名
補　正　前 補　正　後
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７年第４２号議案 

瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正について 

 瀬戸市教育委員会決裁規程の一部を次のように改正するものとする。 

  令和７年１１月１３日提出 

 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会  

教育長 加 藤 正 彦  

 

瀬戸市教育委員会決裁規程の一部改正 

 瀬戸市教育委員会決裁規程（昭和６３年瀬戸市教育委員会訓令第１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。
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改正後 改正前 

別表第１（第５条、第６条関係） 別表第１（第５条、第６条関係） 

決裁区分 

決裁事項 

教育長 部長共通 課長共通 備考 

＜省略＞ 

個人情報保護 

 

 

  個人情報の訂正

及び利用停止の

決定 

個人情報の開示

の決定 

行政課長合議 

  審査請求に対す

る処分の決定 

＜省略＞     

目的外利用

及び外部提

供の決定 

 重要なもの 定例的又は軽易

なもの 

重要なものにつ

いては、行政課

長合議 

＜省略＞ 
 

決裁区分 

決裁事項 

教育長 部長共通 課長共通 備考 

＜省略＞ 

個人情報保護 

 

 

 

  個人情報の訂

正、利用停止、

目的外利用及び

外部提供の決定 

個人情報の開示

の決定 

行政課長合議 

 審査請求に対す

る処分の決定 

＜省略＞     

＜省略＞ 
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附 則 

この訓令は、訓令を発した日から施行する。 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、教育委員会規則の一部改正は、瀬戸市教育委員

会決裁規程第４条第４号に該当するため、教育委員会の議決を求める必要

があるからである。 
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７年第４３号議案 

   小中学校指導者用タブレット端末一式の買入れについて 

 瀬戸市議会１２月定例会に、みだしの議案を次の内容により提出するも

のとする。 

  令和７年１１月１３日提出 

瀬戸市教育委員会 

教育長 加藤 正彦 

 

１ 買入物件  小中学校指導者用タブレット端末一式 

２ 品名及び  タブレット端末本体  ３９０件 

  件  数  ＭＤＭライセンス   ３９０件 

        画面保護フィルム   ３９０件 

        キーボード付きケース ３９０件 

        スタイラスペン    ３９０件 

３ 契約方法  随意契約 

４ 買入価額  ２１，５５７，２５０円 

５ 買 入 先  名古屋市中区丸の内３丁目１８番２８号 

        教育産業株式会社 

        代表取締役 今枝伸保 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するに当たり、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからであ

る。 
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７年第４４号議案 

パルティせと市民交流センター条例の一部改正について 

パルティせと市民交流センター条例の一部を改正する条例を次のように

定めるものとする。 

令和７年１１月１３日提出 

瀬戸市教育委員会   

                     教育長 加 藤 正 彦  

 

パルティせと市民交流センター条例の一部を改正する条例 

パルティせと市民交流センター条例（平成１６年瀬戸市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （開館時間） 

第３条 市民交流センターの開館時間は、次の各

号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定め

る時間とする。 

⑴ 情報ライブラリ― 午前９時から午後８時

まで 

⑵ 前号に掲げる施設以外の施設 午前８時３

０分から午後９時３０分まで 

２ ＜省略＞ 

（開館時間） 

第３条 市民交流センターの開館時間は、午前８

時３０分から午後９時３０分までとする。 

 

 

 

 

 

２ ＜省略＞ 

（休館日） 

第４条 市民交流センターの休館日は、次のとお

りとする。 

 

⑴ １月１日から同月４日まで及び１２月２８

日から同月３１日まで 

（休館日） 

第４条 市民交流センターの休館日は、１月１日

から同月４日まで及び１２月２８日から同月３

１日までとする。 
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⑵ 月曜日（この日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日に当たるときは、その翌日以降において、

その日に最も近い日で同法に規定する休日で

ない日とする。）（情報ライブラリーに限

る。） 

２ ＜省略＞ 

 

 

 

 

 

２ ＜省略＞ 

  

   附 則 

 この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 

 （理 由） 

この案を提出するのは、パルティせと市民交流センター条例の一部改正

に当たり、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからである。 
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７年第４５号議案 

瀬戸市立図書館規則の一部改正について 

瀬戸市立図書館規則の一部を改正する規則を次のように定めるものとす

る。 

令和７年１１月１３日提出 

                  瀬戸市教育委員会   

                     教育長 加 藤 正 彦  

 

瀬戸市立図書館規則の一部を改正する規則 

瀬戸市立図書館規則（昭和６２年瀬戸市教育委員会規則第１号）の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（開館時間） 

第２条 瀬戸市立図書館(以下「図書館」という

。)の開館時間は、午前９時から午後６時まで

とする。ただし、図書館の館長(以下「館長」

という。)は、特に必要があると認めるときは

、開館時間を変更することができる。 

 

 

 

（休館日） 

第３条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 月曜日（この日が国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日（以下「休日」という。）に当たるときは

（開館時間） 

第２条 瀬戸市立図書館(以下「図書館」という

。)の開館時間は、４月１日から９月３０日ま

での間については、午前９時から午後７時まで

とし、１０月１日から翌年の３月３１日までの

間については、午前９時から午後６時までとす

る。ただし、図書館の館長(以下「館長」とい

う。)は、特に必要があると認めるときは、開

館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第３条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

⑴ ＜省略＞ 

⑵ 毎月第４水曜日(この日が休日となる日を

除く。) 
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、その翌日以降において、その日に最も近い

日で休日でない日とする。）及び毎月第４水

曜日(この日が休日となる日を除く。) 

⑶ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

 

 

 

⑶ ＜省略＞  

２ ＜省略＞ 

   附 則 

 この規則は、令和８年９月１日から施行する。 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市立図書館規則の一部改正に当たり、 

教育委員会の議決を求める必要があるからである。 
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７年第４６号議案 

   瀬戸市定光寺野外活動センターに係る指定管理者の指定について 

瀬戸市議会１２月定例会に、みだしの議案を次の内容により提出するもの

とする。 

  令和７年１１月１３日提出 

瀬 戸 市 教 育 委 員 会   

教育長 加 藤 正 彦   

 

１ 施設の名称 

    瀬戸市定光寺野外活動センター 

２  指定管理者となる団体 

    愛知県豊田市松ｹ枝町３丁目３０番地 

    ホーメックス株式会社 

    代表取締役  餅原 幹也 

３  指定の期間 

    令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、市議会に議案として提出するに当たり、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、教育委員会の意見を聴取するため必要があるからであ

る。 
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令和７年１２月　教育委員会日程表

日 曜日

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木
定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市役所３階　３１１会議室
瀬戸市役所４階　大会議室

午後１時３０分～
午後２時００分～

全委員

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

定例教育委員会事前打合せ
定例教育委員会

瀬戸市学校給食センター　会議室
瀬戸市学校給食センター　会議室

午後１時１５分～
午後１時４５分～

全委員

件　　　　　　　名

1月15日(木)
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